
資格総合点数の区分方法

１ 建設工事の種類ごとの発注標準は下表に掲げるとおりです。

２ この場合の金額は、請負工事設計金額（税込）とします。

３ 下表は入札参加資格者の標準的な区分であり、個別案件ごとに具体的な参加要件を定めます。

○土木一式

1,000万円
以上

500万円～
9,000万円

未満

3,500万円
未満

2,000万円
未満

900万円
未満

点数 1021以上 1020～848 847～752 751～673 672以下

格付 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

○建築一式

1,000万円
以上

500万円～
１億円未満

5,000万円
未満

2,500万円
未満

1,000万円
未満

点数 964以上 963～821 820～753 752～674 673以下

格付 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

○舗装工事

全工事
4,000万円

未満
600万円
未満

点数 964以上 963～850 849以下

格付 Ａ Ｂ Ｃ

○電気・電気通信工事

250万円以上
2,500万円

未満
700万円
未満

点数 816以上 815～696 695以下

格付 Ａ Ｂ Ｃ

○とび・土工・コンクリート工事

250万円以上
6,000万円

未満
800万円
未満

点数 874以上 873～771 770以下

格付 Ａ Ｂ Ｃ

○管その他工事

250万円以上
3,500万円

未満
800万円
未満

点数 869以上 868～768 767以下

格付 Ａ Ｂ Ｃ

○水道施設工事

全工事

点数 869以上 868～768 767以下

格付 Ａ Ｂ Ｃ

○解体工事

250万円以上
6,000万円

未満
800万円
未満

点数 838以上 837～739 738以下

格付 Ａ Ｂ Ｃ

令和８年度（令和８年６月１日～令和９年５月31日）建設工事における
資格総合点数別発注標準表

6,000万円 未満


